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令和 3年 3月 26日 

報道関係各位 

～都内唯一の実施！ 集団接種会場へのドア TOドアの交通支援～ 

新型コロナワクチン接種で 

タクシー利用助成を実施します 
 

  

 

 

 

 

 

 

■新型コロナウイルスワクチン接種について 

【開始時期】5月以降 

【集団接種会場】福生地域体育館（福生市武蔵野台 1-8-7） 

【実施日】火～日曜日（ワクチンの供給量等により変更となります。） 

 

 

■集団接種会場送迎タクシー助成金について 

【対象】集団接種会場を利用する昭和 32年 4月 1日以前に生まれた方 

【期間】集団接種開始日から 

【助成内容】1乗車当たり自己負担額 500円を超える費用 

【利用方法】 

① 利用者がタクシー会社に配車を依頼 

② 利用者が乗車時にワクチンの接種券を提示し、降車時に 500円を支払う 

（帰宅時もワクチンの接種済証を提示することで、500円でタクシーを利用可能） 

③ 後日タクシー会社が、市に 500円と実際の利用料の差額を請求 

【予算額】2,009万 3千円 

 

 

 

福生市では、新型コロナウイルスワクチン接種の実施に際し、集団接種会場における高

齢者への交通支援として、タクシー利用時の費用の助成を実施します。 

本事業により、長距離の歩行が困難な方や集団接種会場への交通手段がない方の支援を

実施し、高齢者の方が接種を受けやすい環境整備を図ります。 

なお、全高齢者を対象とした集団接種会場へのタクシー利用助成は都内で唯一の取り組

みとなります。 
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■経緯 

 福生市では、高齢者への集団接種を実施するに当たり、長距離の歩行が困難な方や集団接種

会場までの交通手段がない方の支援が課題となっていました。 

この度、タクシーを利用した助成を実施し、自宅から集団接種会場までのドアTOドアの交通

支援を実施することで、高齢者の方が接種を受けやすい環境を整備することとしました。 

 

【問合せ】健康課健康管理係 大橋・西野 ℡042-552-0061 


